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1.は じめに

3年 前、小職 としては本学工学部の大きな問題 として、
“
定年年齢切 り下げによる大幅な教員の入れ替わ

り
"な

らびに
“
18歳 人 日の減少な どによる入学生の学力低下

"が
挙げられ ると考えていた。そのような時

期における学部長の最大の役 目は、これまで長年勤務 され、それぞれの部署や立場で状況を掌握 されてお り、

今後指導的役割を演 じなければならない 40～ 50歳 台の教職員 を中心 とし、構成員同士の意思疎通が十分

に図れるように、また継続的に目的達成のための努力ができるようにするための環境整備の基礎を築 くこと

であると考え、微力ではあるが、この 3年 間、様々な事柄に取 り組んできた。未完成、未検討に終わつた事

柄 も多々あるが、 3年 間を振 り返 り、これまで実行 してきた事柄 とその経緯の概略ならびに関連する今後の

検討課題について極めた。工学部あるいは大学運営の今後の参考になれば幸いである。

2.改 革が必要であつたことの背景

まず、定年年齢の切 り下げにより、過去の本学の状況を知 らない教職員の数が大幅に増加することが考え

られた。似たよ うなことは約 30年 前にもあつたが、その際は若手教員の採用が多 く、縁の下の力持ちとな

り、また高度経済成長期でもあつたことか ら、状況は良い方向に進展 した。 しか しなが ら、今回は大学冬の

時代 と言われ る厳 しい状況下での教員の大量の入れ替わ りであ り、また若手ばか りの採用 とはいかず、様々

な環境あるいは分野ですでに活躍 され、異なる価値観 を持たれた方々を大量に受け入れつつ、組織運営をし

なければならない状況が生ずることは容易に想像 された。

さらに、他大学 との競争の時代に入 り、一部にはそれが大学での本来のあ り方であるなどと考えていた、

“
悠長に議論を繰 り返すこと

"が
事実上無理、あるいは害 とも考えられる状況あるいは風潮にな りつつあっ

たことである。すなわち、状況に応 じて臨機応変に早急に物事に対応 しなければならない時代 とな り、その

対応の良否が大学の存否に係 る時代 となったことである。 このような状況下ではそれまで機能 していた制度

が危機 をもた らす場合 も十分想定 され、構成員 も十分納得できる、これまで とは異なる制度や体制を考える

ことが必要ではないかと考えられた。

一方、 18歳 人 日のピークが過ぎて 10年 余 りが経ち、基礎学力、学習意欲などの著 しく低い学生の入学

が 目立ってきていたのも確かである。 この状況は当然加速するものと考えられ、昔の大学あるいは教育現場

において とられていた、
“
教員の後ろ姿を見て育つ

"な
どと言 う指導方針は過去の遺物 と化す状態に近づい

ていることも事実であつた。個々の教員がそれぞれの教育信念に基づいて教育を行 うだけでは無理であ り、

教員同士が組織的に連携 し、教育活動を行 うことの必要性が一層増 してきた と考えられた。JAB E E (日 本技

術者教育認定機構)の 設立 と活動開始などもそのひ とつの表れであろ う。

さらに、本学における教員の職務分担は、基本的には平等主義であるように考えられた。すなわち、教育

も研究 も、さらには学務 も、皆で平等に分担 して受け持つ と言 う考え方である。 しか しながら、教員個々に

は得手、不得手があ り、大学冬の時代、競争の時代においては不向きな方式であることは誰の目にも明らか
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であ り、見直 しの必要性 も考 えられていた。

以上の ことな どか ら、組織活動の基盤 である資金 な らびに人材 の有効活用 と組織体制 の見直 しが必要 と考

え、教育研究費配分方法の見直 し、主任教授会、教授会 を中心 とした工学部組織体制の見直 しを取 り上げ、

これまで 3年 間取 り組 んできた。 この間、中村学長の就任 に伴い、学長室が設置 され、全学規模 での改革の

検討が開始 された。代議員制度の導入 に引き続いて検討す る予定であった、工学部の各種委員会の見直 しは

大学全体の組織改革 との関連 で一時中断 したが、あま り日を置かず に大学全体 に係 るものの改編案が学長室

か ら提示 され る予定である。それ にあわせて学部内の改編 も早急 に行 わなければな らないであろ う。

なお、 これ までの経緯並びに小職 の考 えは、教育年報 14号 、「大学教員 の業務 とは何 か」、 1 5号 、「代

議員制度導入 と今後 の課題」 にも示 してあ り、詳細は省略す るが、以下に改 めてその要点 と今後の課題 を纏

めた。

3.教 育研究費の配分方法改善 と今後の課題

教育研究費 と言 うよ うに、教育 な らびに研究のための予算であるが、大学 としてその使 い道の重点を どこ

に置 くかはこれまで特 に定め られて居 らず、学科等の組織 あるいは教員 の考 えの下、極端 な言い方 をすれば

勝手に使 われていた観 は否 めない。 そのため、一般 には教員の研究費 としての色彩がかな り強い予算の使い

方がな されていた よ うに思われ る。

一方、学生の学力低下な ど、状況が変化 してい る現在、 これ まで以上 に しつか りとした学科規模 の組織 と

しての教育方針 を立て、それ に見合 つた予算措置 を講 じて行 く必要があると考 えた。 このよ うな理 由に加 え

て、それまで認められていた予算の年度繰越が認められなくなり、年度配分予算以上のものを購入できなく

なったことへの対応策を盛り込む必要もあり、出来上がったものが、「教育改善特別予算制度」である。

基本的には各学科等が学生数に応 じて受け取るべき予算の一部をその年度にそのまま使用す るか、または

その年度は我慢 し、他の学科等に使用 してもらい、次年度に倍額の予算を使用できるように した制度である。

各学科等が組織 としての明確な教育 目標 に基づき本予算を執行することを条件 としている。そのため、学科

等の提出 した予算申請書は他学科等の教員によって審査 される。

ただ し、現在の ところ審査ではあるが、コメン ト程度であ り、それによつて予算執行が停止 されるような

制度ではない。む しろ、他学科等の審査教員がその内容を勉強 しなが ら評価 も行 う制度であ り、互いに教育

に対す る取 り組みを知 り、改善できるところを改善 していこうとす る制度であるが、まだ充分に真意が浸透

してない嫌いはある。JAB E E認 定の推進 と連携 させて、PDC A ( P l a n  D o  C h e c k  A c t i o n )サイクルを緩やか

に起動 させ ようとのね らいを持つたものである。

次に、研究のための予算の改善策 として、「科研費申請者並びに獲得者への支援制度」 と 「若手教員への

支援制度」の導入を行つた。 これまでの平等主義ならびに教授への研究費配分比率が高いこと、分野による

格差があること等の是正を目指 したものである。その根底には、プロの研究者でもある大学教員は授業料収

入による予算を当てにせず、必要な予算は自力で外部調達 し、研究を推進す る方向に方針 を切 り替えるべき

時代 となったこと、若手教員の育成は組織 として行 うべきことなどがある。なお、学生の研究指導教育のた

めの予算は教育費の中に含まれるべきであ り、大学 として一定水準の予算を確保する必要があることは言 う

までもない。

今後、研究費は外部資金に依存すること、委託研究費の大学天引き分を増や し、獲得教員本人への報償 も

含めた人件費など、大学運営予算の一部に使用す ることを考えることも必要であろ う。授業料収入は学生教
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育のための純粋 な意味での教育研究費、人件費 、施設設備費等に対 して重点的に使 うこととし、学費の面で

も学生が本学 に入 つて よかつた と思 う方向に改善す るべ きである。す なわち、大学は教職員に対 して学生の

教育研 究指導な らびに学務担 当への評価 を中心に給与等 を支払い、飛びぬけた研 究業績等に対す る評価 は外

部か ら導入 された資金 を運用 し、給与等やその他 の整備 を行 う方向に転換す ることを考 えて もよいのではな

いだろ うか。

なお、今回の制度導入 によつてかな り改善 された と考 えてい るが、依然 として教授 に対す る研究費の配分

率は助教授 、講師 よ り高い こと、教員の専門分野による研究費 に差異があることな どの問題点は残 されてい

る。

4.組 織改革の実施 と今後の課題

これまで永年本学 に勤務 し、 日常的な組織 としての意志決定事項の審議 に対 して無駄 な時間を多 く使用 し

てい るよ うに感ず るところがあつた。例 えば、教授会 に上程 され る議題 の多 くはすでに様 々な委員会や教室

会議等 において議論 し尽 くされ 、ほ とん どの教員 が知 ってい るものが大半であつた。 また、あま り知 られて

いない事柄 はほ とん どその教員 あるいは部署 に とつては関係 ない事柄 であ り、書面等で報告 を受 ければ十分

な程度の ものであった。 そのよ うな議題 のために多 くの教授が一堂に会 して会議 を開 く無駄 な時間は計 り知

れない。

一方、本来重要事項 を審議す ることが教授会の役割であるか らには、他 の ことは差 し置いて も教授会に出

席 し、審議 に加 わる義務があるはずである。 しか しなが ら、まった く出席 しない、好 きな ときに出席す る、

出席 を して内職 をす る、義務 として出席す る教授 な ども散見 された。実際、出席率 も 60～ 7 0 %程 度では

なかったか と思われ る。同様 な会議体である工学研 究科委員会 も委任 出席者 を含 めてよ うや く会議が成立す

る状況であ り、過去には会議が成立 しないこともあつた。その ときの議題 は学位授与認定であ り、決定が一

月遅れて しまった。無責任 な話である。委任 もせず に欠席す ることは議題 に対す る反対 を表明 していること

と同 じに取 られて も仕方がない ことで もある。

また、議決権 のない主任教授会 において重要な事柄 が決定 され、その報告が学科等に主任教授 か らな され

ていた。 これ らを改善す る目的で組織改革 を提案 し、結果 として導入 された ものが代議員会制度 である。

この 1年 間、代議員会制度 を導入 し、運営 してきたが、 これまで主任教授会 において審議 し、議事録 も公

開せず 、工学部長決定 として実行 されていた事項の多 くは代議員会議決 に代わつた。昨年 までの主任教授会

では主任教授 1人 しか参加 してお らず伝達に正確 さを欠 く学科 も見 られたが、各学科か らの複数教員の参加

によって、決定事項の審議経過や細部の伝達が、代議員会議事録 の速報 を出す こと、会議資料 の関覧が各学

科事務室等でできることと合わせ て、以前 よ りもよ り正確 かつ迅速 に行われ るよ うになつたのではないか と

考 えている。

しか しなが ら、 これ まで 1年 間の代議員会 での議論はそれ までの教授会あるいは主任教授会 における議論

以上に活発で長時間 とな り、その内容 を速報 として教職員に示 していることもあ り、旧教授会構成員の中に

は 自身が議論の外 に置かれた感 じをもたれ る教授 も居 られ ることも否 めないが、学生指導時間は増 えたので

はないだろ うか。 また、主任教授会構成員であつた以外の代議員会委員は月に 2回 の会議 とな り、 これまで

以上に時間拘束が増 えた ことも否 めない。

一方、新教授会 は構成員数が増 えた こともあ り、構成員の多 くが充分 な発言の機会 を持 てる状況にはなつ

ていない ことは確 かであ り、更なる改善が必要であろ う。特 にこれか らの大学の直面す る状況 を考 えた とき、
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迅速な審議 と決定は不可欠であ り、その ことを考慮 した改善を考えなけれ ばな らない。以下に一つの提案 を

示 してお く。

平成 19年 度 か ら現工学部 は工学部 と知識 工学部 に分割 され る と同時 に学群制度 が導入 され る予定であ

る。学群会議 を教授会 と考 えれば、多 くの学群 は現在 の代議員会程度の構成員数 となる。 これ は小職が初期

に提案 した現行の教室会議 を教授会 とす ると言 う提案 に近い形の もの となる。代議員会は実質的には学群間

の調整機 関、協議機 関 としての機能 に留 めればよい。多 くの議案は形式的には大学の機 関決定 を必要 とす る

が、学群等下部組織へ権 限委譲 を行 って も実質的には差 し支 えない もの も多い。学群内で決定 し、す ぐに実

行できる体制 とす る方が良いのではないだろ うか。

他学群 にまたが ることや、学部 あるいは大学全体に係 わる事項 は、学長室または現在学長室で も設置 を検

討 してい る種々の戦略会議 において検討 し、必要に応 じて代議員会等で協議 し、大学協議会で最終決定す る

ことで よいのではないだろ うか。現在 の教授会 のよ うに、異なる学群 あるいは学科の内部での条件 に対 して

他学群構成員 が議決権 を行使す ることが良いか どうか、見直す ことが必要である。現行の教授会 は意見交換

の場 とし、審議はす るが、議決、決定は しない ことを基本 にす るのがよいのではないだろ うか。

大学問の競争 が一層激 しくなる時代である。言わば戦争状態である。戦いの場では前線の判断が重要であ

り、司令部 と前線 の連携 も重要である。 ある前線 (学群)が 対処す る戦術等 に対 し、離れた前線 (他の学群

や学部)が 日をは さむのは最小限に留 めるべ きである。その意味で も、今後は司令部 としての大学協議会 と

前線 としての学群 とのつなが りを強化 した組織体制 とす ることが よいのではないだろ うか。今 回発足す る学

群 は、一部 に整合性 の点で改善すべ き ところもあるが、充分学部 としての体裁 を有 してい る規模 の ものであ

ると考 えてよい。現実に経済学部や法学部な どでは学部が 1な い し2学 科で構成 されている場合が多い。

戦争状態であって も穏やかな時 もある、また情報交換は必要である。現在の学部規模 で、あるいは合 同討

議 のよ うな全学規模 で、教職員が集 まるよ うな教職員集会 を随時開催 し、意見交換、情報交換 を行 うことも

よいのではないだろ うか。そ こである程度纏 め られた事柄 を大学協議会 (学長室、戦略会議等)あ るいは各

学群 において検討 し、実行す ることもよいのではないだろ うか。 また、そのよ うな場 において、これ までの

よ うに教員 が中心 となるのではな く、事務職員 、技術職員 も積極的に参加 、発言 し、また決定 された事項の

実行等 において も、その内容、状況 によつては主導的立場で指揮す ることが出来 るよ うな体制 を とることも

必要 もある。

以上は組織生き残 りの観点か らの方策 について述べてきたが、個 々の教員の立場か ら考 える と以下の よ う

な解釈 も出来 る。す なわち、前線 で戦 う教員 に とつての相手はいわゆる戦争での対象 とは異な り、学生であ

る。例 えてみれば、多少の選別 (入学試験)は す るが、様 々な原石 を、その形 を整 え、あるいは磨 き、市場

で充分通用す る宝石 として創 り上げるための戦い と同 じではないだろ うか。研究 も同 じことであろ う。大学

組織の運営の ことな どに気 を散 らす ことな く、前線 において全力で戦 うことのできる環境 の整 え られてい る

ことが、多 くの教員の望む ところではないだろ うか。

最近では教員の任期付採用制度 の導入 あるいは教員 の評価制度 の導入 な ど、組織 の活性化 あるいは生 き残

りをかけた制度 も全国の大学において導入 され るよ うにな りつつあるが、これ はプ ロとしての大学教員 の流

動化、 自立化 を促す ことにもなる。 この よ うな時代、組織 を盛 り立て ることを中心に活動す る教員、組織 に

依存 して生 きよ うとす る教員、 自身の実力 を最大限に活用できる組織 を求めて移動す る教員等、教員の生き

方 も多様 となる。大学組織の運営 も多難 な時代 となつたのではないだろ うか。本学において もここ数年 12

月、 1月 頃、急 に他大学に移 る教員 も目立つ よ うになってきた。 また、採用人事 において も、複数の大学 に
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対 して応募す る教員志願者が多 くな り、採用 を決定 して も他大学に取 られて しま う例 も頻繁 に生ず るよ うに

なった。

5.  お わ りに

今後 も大学環境は一
層厳 しくなるであろ う。組織体制 を整 え、限 られた資源 を最大限に生か して大学運営

を行 うことが必要である。過去 に成功 していた体制が これか らも成功す るとは限 らない。数 10年 前には産

学協同は大学に とつて悪 のよ うに考 える人たちが多かったが、現在ではそのよ うな考 えは過去の遺物 となっ

て しまつた。大学を運営す るための経費 を授業料 にのみ頼 つている時代は終わつたのであろ う。研究を行 う

ためには学生納付金以外 に資金 を求 める方向に転換すべ きであ り、授業料 は純粋 に学生の教育あるいは研究

指導並びに施設環境整備等のために使 うことが他大学 との競争 に勝つために必要 となったのであろ う。

教授会が大学 の最高議決機 関であるとの考 えも過去の遺物 となったのではないだろ うか。 もちろん学問の

自由な どは当然保障 され るべ きではあるが、それ は大学 に限つた特権ではな く、社会全般 において言 える時

代 となったのではないだろ うか。建学の精神 あるいは学校法人の方針 に基づいた教育研究 を行 う義務 を私学

の教員 は負 うが、教育方法な ど現場 での権限に関 しては大学 あるいは現場の判断が尊重 され るべ きである。

その意味での大学の意志決定機 関の強化 は必要であろ う。教員集 団が身 を守 るための言わば労働組合的なも

のであってはな らないだろ う。 また、大学構成員 は教員 だけではない。事務職員、技術職員 もかな りの重要

度 を持 つて参加 できる組織体制 を構築 しなけれ ばな らないであろ う。

いずれ に して も変化 の激 しい時代 である。絶 えず最適 な方策 は何かを考 えつつ、大学 を運営 していかなけ

ればな らない ことは間違いない。拙速は慎むべ きではあるが、実行 しない よ りは増 しではないだろ うか。悠

長に議論 を繰 り返 してい る時代ではない ことは確 かである。

(平成 18年 2月 1 7日 )
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